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法 厚生労働省令 

児童福祉法 児童福祉法施行規則 

第８節 情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表 第７節 情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表 

第３３条の１８ 指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業

者並びに指定障害児入所施設等の設置者（以下この条において「対象事業

者」という。）は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援（以

下この条において「情報公表対象支援」という。）の提供を開始しようとす

るとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、情報公表対象支援情報（その提供する情報公表対象支援の内容

及び情報公表対象支援を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報

であつて、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保

護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会を確保するた

めに公表されることが適当なものとして厚生労働省令で定めるものをい

う。第八項において同じ。）を、当該情報公表対象支援を提供する事業所又

は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。 

〔法第３３条の１８第１項に規定する厚生労働省令で定めるとき〕 

第３６条の３０の２ 法第３３条の１８第１項に規定する厚生労働省令で

定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表

対象支援情報（同項に規定する情報公表対象支援情報をいう。以下同じ。）

の報告（次条及び第３６条の３０の５において単に「報告」という。）を行

うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者（同項に規定す

る対象事業者をいう。以下同じ。）以外のものについて、都道府県知事が定

めるときとする。 

〔報告〕 

第３６条の３０の３ 報告は、都道府県知事が定めるところにより行うも

のとする。 

〔法第３３条の１８第１項に規定する厚生労働省令で定める情報〕 

第３６条の３０の４ 法第３３条の１８第１項に規定する厚生労働省令で

定める情報は、情報公表対象支援（同項に規定する情報公表対象支援をい

う。以下同じ。）の提供を開始しようとするときにあっては別表第二に掲げ

る項目に関するものとし、同項の厚生労働省令で定めるときにあっては別

表第二及び別表第三に掲げる項目に関するものとする。 
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② 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で

定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。 

〔公表〕 

第３６条の３０の５ 都道府県知事は、報告を受けた後、当該報告の内容を

公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第

三十三条の十八第三項の調査を行つたときは、当該調査の結果を公表するこ

とをもつて、当該報告の内容を公表したものとすることができる。 

③ 都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認め

るときは、第１項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要

な限度において、当該報告をした対象事業者に対し、当該報告の内容につ

いて、調査を行うことができる。 

 

④ 都道府県知事は、対象事業者が第１項の規定による報告をせず、若し

くは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査

を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、

若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずるこ

とができる。 

 

⑤ 都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者に対して前項の規定によ

る処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市町村長に通知

しなければならない。 

 

⑥ 都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設

の設置者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害児通

所支援事業者又は指定障害児入所施設の指定を取り消し、又は期間を定め

てその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 
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⑦ 都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が第四項の規定による命

令に従わない場合において、当該指定障害児相談支援事業者の指定を取り

消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するこ

とが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした

市町村長に通知しなければならない。 

 

⑧ 都道府県知事は、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする

障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会の

確保に資するため、情報公表対象支援の質及び情報公表対象支援に従事す

る従業者に関する情報（情報公表対象支援情報に該当するものを除く。）で

あつて厚生労働省令で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を

受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。 

〔法第３３条の１８第８項に規定する厚生労働省令で定める情報〕 

第３６条の３０の６ 法第３３条の１８第８項に規定する厚生労働省令で定

める情報は、情報公表対象支援の質及び情報公表対象支援に従事する従業者

に関する情報（情報公表対象支援情報に該当するものを除く。）として都道府

県知事が定めるものとする。 

 


